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内国歳入局（以下、「IRD」）は先般、（i）適格船舶リース事業者及び（ii）適格船舶リースマネ
ジメント事業者を対象とする優遇税制を認める新法の規定について説明する実務解釈方
針第62号（以下、「DIPN 62」）を公表しました。新法に基づく優遇税制の詳細については、
2020年6月11日に発行された香港タックス・アラートをご参照ください。

DIPN 62には、以下の注目すべき説明が含まれています。

i. 通常、「船舶リースマネジメント活動」とはみなされない特定の財務活動及びリースマネ
ジメント事業者の船舶サブリース事業等の活動は、「船舶リースマネジメント業務」とし
て認められる

ii. コア収益獲得活動（以下、「CIGAs」）を香港で行う場合、その基準要件が満たされるか
どうかを判断する「適性テスト」を行う

iii. 所定のセーフハーバールールに基づいて適格船舶リースマネジメント事業者として認
めらるかどうかを判断するために採用された特定の規則又は優遇税制

DIPN 62の公表にもかかわらず、新法の適用は複雑になる可能性がありますので、必要に
応じ、税務専門家にアドバイスを求めることを推奨します。

DIPN 62：IRDが、適格船舶リース活動向けの優遇税制をどのようにして
解釈・施行するのかを提示
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優遇税制の概要

一定の租税回避防止規定を前提に、新たな優遇税制で
は以下のように規定されています。

i. 適格船舶リース事業者の適格船舶リース活動により
得られる適格所得に対する税率1は、オペレーティン
グ・リース及びファイナンス・リース（セール・アンド・
リースバックを含む）いずれの場合も0%となります。
また、適格船舶リース活動は、船舶リース事業者（す
なわち、サブリース事業者）、船舶リースマネジメント
事業者または船舶オペレーターへの船舶リースが含
まれ、広範囲に定義されています。

ii. 適格船舶リースマネジメント事業者が、当該法案で
定義されている関連会社でない適格船舶リース事業
者のために適格船舶リースマネジメント活動を行う場
合、適格所得に対する税率は8.25%（現在の標準法
人税率16.5%の半分）となります。ただし、当該適格
船舶リース事業者が関連会社である場合、その税率
は0%に引き下げられます。

iii. 減価償却費の損金算入が認められなくなる代わりに
2、適格船舶所有リース事業者のオペレーティング・
リースに関する課税所得は、リース料純額（リース料
総額から減価償却費以外の費用を控除した額）の
20%とみなされます。

iv. 適格船舶リース事業者のファイナンス・リースに関す
る課税対象額は、関連するファイナンス・チャージま
たは受取金融利息から控除可能費用を差し引いた
金額になります。

DIPN 62で注目すべき説明を以下に説明します。

DIPN 62に記載されている説明

「船舶リースマネジメント活動」の定義

DIPN 62では、様々な活動のうち、以下の活動も船舶
リースマネジメント事業者の「船舶リースマネジメント活
動」として認められます。

a. リースマネジメント事業者が行っているその他の船舶
リースマネジメント活動に加え、所有船舶のリース及
び他者へのサブリース。すなわち、当該リースマネジ
メント事業者は、（i）船舶リース事業、及び（ii）船舶
リースマネジメント事業の両方を行っているとはみな
されません。言い換えれば、当該事業者の船舶サブ
リース事業は、当該事業者の船舶リースマネジメント
活動全体の一部にすぎないとみなされます。それ故
に、当該リースマネジメント事業者が適格船舶リース
マネジメント事業者として認められるために、その船
舶リースマネジメント活動の全体が所定のセーフ
ハーバールールのいずれかを満たす必要があります。

b. （i）船舶の所有権を取得するためのファイナンス、
または、（ii）リースマネジメント事業者またはその
関連会社によって全部または一部を所有されてい
る特定目的会社（以下、「SPE」）の船舶リース事
業に関するファイナンスあるいは履行義務に関す
る保証の提供またはその手配。すなわち、関連す
るSPEのリースマネジメント事業者によってサービ
スが履行されない場合、船舶リースマネジメント活
動として認められません。

c. 適格船舶リース事業者の要求に応じて、リースマ
ネジメント事業者が船舶オペレーターへ提供する、
当該リース事業者から船舶を取得するためのファ
イナンス。このようなサービスは、当該リースマネ
ジメント事業者が当該適格船舶リース事業者の船
舶売却をサポートしたものとみなされます。この点
に関し、当該船舶オペレーター及び適格船舶リー
ス事業者が、当該リースマネジメント事業者の関
連会社である必要はありません。

CIGAの基準要件の「適性テスト」について

新法に基づく優遇税制を適用するための基準要件
の一つとして、以下のCIGAの最低基準要件が満た
される必要があります。

1. 関連する取引が適格活動に伴うものである限り、受取利息、為替差
益、ヘッジ利益などの付随的収入も適格所得に該当します。

2. IROのセクション39Eのもと、リース事業者が船舶を海外の船舶オペ

レーターにリースする場合、当該船舶に関する減価償却費の損金算
入は認められません。香港の船舶オペレーターへのリースは、通常、
減価償却費の損金算入が認められます。ただし、このような状況で
当該リース事業者が減価償却費の損金算入を行う場合、優遇税率
及びみなし課税所得は適用されません。
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適格活動

基準要件

香港で正規雇用さ

れている適格従業
員の平均人数

香港で発生した
営業費用の総額

適格船舶
リース活動

2 780万香港ドル

適格船舶
リースマネ
ジメント活動

1 100万香港ドル

上記の最低基準要件に加え、新法では内国歳入局長
官（以下、「CIR」）の意見に基づき、関連する適格従業
員数と営業費用が「十分」であることという包括的な要件
が追加されています。つまり、上記の最低基準要件を満
たすことは、優遇税制適用のための前提条件にすぎま
せん。最終的には、CIRは、当該納税者の事業態様とそ
の規模を考慮し、実際に発生した営業費用の総額及び
正規雇用されている適格従業員数が「十分」であること
を認定する必要があります。
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上記のSLMP及びSLMAテストの適用に関して、DIPN
62は、一般的に、監査済財務諸表に反映される会計
上の利益及び資産価値は、当該収益の源泉地及び
資産の所在地にかかわらず、関連性があると述べて
います。

また、DIPN 62は、資産の一部が適格船舶リースマネ
ジメント活動を行うために使用され、一部が別の目的
で使用されている場合、当該船舶リースマネジメント
事業者のSLMAを決定する際に、当該資産の価値を
それぞれの用途の範囲に応じて配分することが必要
であることを示しています。

船舶リースマネジメント事業者がリース事業グループ
の持株会社としても活動する場合、DIPN 62では、特
例として、SLMAとSLMPの比率を計算するにあたり、
グループ会社への出資と配当金収入の両方を分母か
ら除外できると規定しています。IRDがこのアプローチ
を採用することにより、このような企業は、関連する
セーフハーバールールに基づく適格船舶リースマネジ
メント事業者として認められやすくなるでしょう。

論評

弊事務所は、IRDがDIPN 62で提示している説明とガ
イダンスを歓迎します。しかし、DIPN 62は、複数のグ
ループ会社が適格船舶リースまたは船舶リースマネ
ジメント活動に従事したり、または正規雇用されている
適格従業員や営業費用を共同管理している場合に、
どのようにCIGAの基準要件を満たすべきか、ガイドラ
インを提示していません。

例えば、商業上の理由から、大規模な船団を所有す
るグループが、船舶ごとに特定目的会社を設立した場
合、当該特定目的会社は、従業員を雇用せず、船舶
のファイナンスコスト以外に営業費用が発生しません。
このような特定目的会社の船舶リース事業は、同グ
ループ内の別の船舶リースマネジメント事業者によっ
て集中的に管理されている場合があります。このよう
な状況では、CIGAの最低基準要件の判定において、
正規雇用されている適格従業員や営業費用が、当該
特定目的会社にどのように帰属されるかは不明です。

DIPN 62の公表にもかかわらず、特定の状況への新
法の適用は複雑になる可能性があります。例えば、上
述のように、通常、「船舶リースマネジメント活動」とは
みなされないファイナンス上のアレンジメントが、「船舶
リースマネジメント活動」として認められる可能性があ
るため、必要に応じ、税務専門家にアドバイスを求め
ることを推奨します。

しかし、基準要件である「十分」の定義について、新法で
は規定されていません。DIPN 62は、同じような状況にあ
る納税者と比べ、適格所得が正規雇用されている適格
従業員数及び実際に発生した営業費用の総額と不釣り
合いな場合、CIRは「適性テスト」が満たされていないとみ
なす場合があります。このような場合、当該納税義務者
は、不釣り合いにもかかわらず、必要なCIGAが香港で満
たされていることを示す証拠を提出する必要があります。
そうしなければ、当該納税義務者は優遇税制措置を受け
ることができません。

また、DIPN 62は、CIGAの定義に採用されている様々な
用語について、IRDが以下の解釈を採用することを示して
います。

主要な用語 DIPN 62に記載された説明

「正規雇用さ
れている適
格従業員」

リース・マネージャー、マーケティン
グ・マネージャー、法務顧問、経理財
務部長、信用リスクアナリストを含む

「正規雇用さ
れている適
格従業員の
平均人数」

基準期間の各暦月末の従業員総数
を当該基準期間の暦月数で除した値

「営業費用」 • 一般的に、賃貸費用、人件費及び

関連費用、その他の販売費及び一
般管理費を含む

• また、適格船舶リース活動に使用

する船舶の取得に要した財務費用
又は支払利息も含まれる

• 適格船舶リース事業者又は適格船

舶リースマネジメント事業者が香港
においてCIGAを実施するために、

直接使用される資産に関する減価
償却費

• ただし、適格船舶リース事業者が

リース料獲得のために取得した船
舶の減価償却費は、営業費用とし
て認められない

船舶リースマネジメント事業者に適用される所定の
セーフハーバールールについて

船舶リースマネジメント活動に特化していない企業は、新
法の下で税制上の優遇措置を受けるためには、所定の
セーフハーバールールのいずれかを満たす必要があり
ます。

新法に基づく所定のセーフハーバールールの一つとして、
評価対象年度の船舶リースマネジメントの事業利益（以
下、「SLMP」）の総額と船舶リースマネジメント資産（以下、
「SLMA」）の総額の両方が、関連する企業の利益と資産
価値の合計額の75%以上であることが求められています。
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